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所得税の確定申告はe
イー・タックス
-Taxで便利に

問 確定申告…竜ケ崎税務署☎66-1303、e-Tax作成・操作…e-Tax・
作成コーナーヘルプデスク☎0570-01-5901

令和5年分の所得税の確定申告は、国税庁ホームページからスマート
フォンやパソコンで確定申告書を作成し、マイナンバーカードを使って
オンラインで提出ができます。

作成方法など詳細は、国税庁ホームペー
ジをご覧ください。

国税庁
ホームページ

「民生委員・児童委員」は、地域で生活する誰もが安心して生活できるよう、暮らしを見守るボランティ
アです。地区の民生委員・児童委員協議会に所属し、仲間づくりや各種研修会で福祉の知識も習得で
きます。

◆以下の地区にお住まいの方で、民生委員・児童委員として活動できる方を募集します
▶井野台1丁目　▶稲

いな
　▶野々井　▶ゆめみ野1・2丁目　▶米

よ ね だ
田、東

とうかん
観団地

あなたも「民生委員・児童委員」になってみませんか 問 社会福祉課☎内線1317

　12月1日から新たな民生委員・児童委員が決
まりました。相談したいことがある場合は、社
会福祉課へお問い合わせください。

▶井野台1丁目1 ～ 9地区 … 寺
て ら だ

田孝
た か お

雄さん

▶岡第1、第2地区 ………… 天
あ ま つ

津哲
て つ お

雄さん

民生委員・児童委員が決まりました

民生委員・児童委員は、どのような活動をするのですか。

地域で生活する住民の一員として、住民からの生活上の困りごとや心配ごとに関す
る相談に応じます。また、必要な支援を受けられるよう、市や地域の専門機関への「つな
ぎ役」としての役割を担っています。

国は、物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯などに対し、
生活を支援するため「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給しています。
対象となる方は、期限までに申請をしてください。

給付額 児童1人につき5万円※1回限り
申請期限 令和6年2月29日（木）消印有効
申請方法  申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送か直接

▶郵送：〒302-8585寺田5139「子育て世帯
生活支援特別給付金申請受付窓口」宛て

▶直接：子育て支援課
  ※申請書は市ホームページで入手できます。郵

送を希望する場合は、お問い合わせください。

低所得の子育て世帯に対する給付金
申請期限は令和6年2月29日まで

問 子育て支援課☎内線1343

市ホーム
ページ

▶ひとり親世帯　以下のいずれかに該当する方
①公的年金などを受給していることにより、5年3月分の児童扶養手当の

支給を受けていない（児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限る）
②食費などの物価高騰の影響で家計が急変し、5年1月以降の児童扶養手

当を受給している方と同じ水準の収入となっている（5年3・4月分の児
童扶養手当の支給を受けていない方に限る）

▶ひとり親世帯以外　以下の三つの要件全てに該当する方
①4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（そ

の他世帯分）」を受給していない
②5年3月31日時点で18歳未満の児童を養育する父母などである（障害児

の場合は20歳未満）
③5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入である

対象　※今年度、すでに受給した方は対象外です。

　家族になりすます「オレオレ詐欺」など悪質な手口が横行しています。ご
注意ください。少しでも不審に思ったら、迷わず相談窓口に相談しましょう。

◆詐欺の手口　こんな言葉に注意！
● 携帯電話番号が変わった ● 風邪をひいて声がおかしい
● 会社のお金を使い込んでしまった
● 喉の緊急手術をすることになり至急お金が必要
● 女性を妊娠させてしまったが、慰謝料を払うお金がない
◆対処法　現金受け取り型の手口が増えています！
● 常に留守番電話に設定 ● 自分の知っている連絡先に電話をかけ直す
● お金の話が出たら疑う ● 見知らぬ相手に、決してお金を渡さない
● お金を渡してしまったら迷わず110番に電話をする

ニセ電話詐欺に注意！
問 市消費生活センター（産業振興課内）☎内線1446

▶消費者ホットライン☎1
いや や
88（局番なし）

▶市消費生活センター専用電話☎72-5022
▶警察相談専用電話☎♯9110

相談窓口

問 保健センター（新型コロナウイルスワクチン接種推進室）☎85-6900新型コロナワクチン接種　関連情報
武田社ワクチン（ノババックス）の接種終了
　武田社ワクチン（ノババックス）での接種は、ワクチンの有効期限である12月
25日（月）で終了します。
　接種を希望する方は、早めの予約をご検討ください。

新型コロナワクチンに関する最新情報は、
市ホームページをご確認ください。

◆令和5年秋開始接種（追加接種）を行っています
【期間】令和6年3月31日まで
　医療機関のみ実施しています。集団接種の実施はありません。実施医療機関な
ど詳細は、市ホームページでご確認ください。

新型コロナワクチン接種を行う会場一覧




